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全日本仏教会各種委員会（新委員発表）

人類蘇生世界会議　写真は、人類

滅亡をいかに回避するかを討議するため

に英国オックスフォード大学で開催され

た「グローバル・フォーラム・オブ・ヒ

ューマン・サバィバルーGlobal　Forum　of

Hnman　Survival一人類蘇生世界会議」の

ひとコマ。

　世界40か国から約200名の宗教者と国

会議貝代表者が参集。カンタベリー大司

教、ダライ・ラマ法王、マリア・テレサ

女史等そうそうたる顔ぶれが揃った。日

本からは、立正佼成会の庭野日砿師をは

じめ5名が参加。本会からは、松濤弘道

師（全仏国際専門委員・上野学園短期大

学教授・浄土宗近竜寺住職）が出席した。

　　　　　　　　　　　　（記事5面）

全日本仏教会
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全
日
本
仏
教
会
理
事
長
　
　
野
　
口
　
　
豊
口
雄

　
こ
の
度
、
事
務
総
長
職
に
引
続
き
、
全
日
本

仏
教
会
理
事
長
に
御
推
薦
を
い
た
だ
き
、
そ
の

任
を
お
受
け
い
た
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
も
と
よ
り
浅
学
菲
才
の
身
で
あ
り
、
誠
に
不

相
応
の
大
役
を
汚
が
す
の
で
は
な
い
か
と
、
憂

え
て
お
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
現
在
、
全
日
本
仏
教
会
が
直
面
い
た

し
て
お
り
ま
す
問
題
は
、
税
務
対
策
、
同
和
推

進
、
高
齢
化
社
会
対
策
等
々
を
は
じ
め
と
し
て

多
様
で
あ
り
、
ま
た
国
際
化
さ
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
全
日
本
仏
教
会
と
し
て
、
果
た
す
べ
き

役
割
は
誠
に
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
時
に
あ
た
り
、
全
一
仏
教
運
動
の
旗
幟

の
も
と
に
、
加
盟
の
御
宗
派
・
県
仏
・
諸
団
体

皆
々
様
の
御
支
援
、
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
本

当
に
期
待
さ
れ
、
存
在
を
認
め
ら
れ
る
全
日
本

仏
教
会
と
し
て
、
活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と

を
念
願
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
何
と
ぞ
格
別
の
御
教
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
、

心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

全
日
本
仏
教
会
事
務
総
長
白
川
良
純

こ
の
た
び
事
務
総
長
を
拝
命
し
、
責
任
の
重

大
さ
に
、
身
の
引
き
締
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

　
今
日
、
一
般
社
会
は
、
仏
教
界
に
対
し
て
、

大
い
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、
厳
し
い
批
判
の

眼
を
向
け
て
お
り
ま
す
。
教
団
の
中
に
閉
じ
籠

っ
て
、
独
善
的
・
排
他
的
に
な
っ
て
い
て
は
、

存
在
の
価
値
も
な
く
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
日
に
日
に
狭
く
な
る
世
界
の
中
で
、
宗
教
も

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
を
深
め
つ
つ
も
、
互

　
今
般
、
任
期
満
了
に
伴
い
四
月
よ
り
事
務

総
局
が
新
た
に
発
足
い
た
し
ま
し
た
。

　
就
き
ま
し
て
は
全
一
仏
教
運
動
推
進
の
た

め
に
精
進
致
す
所
存
で
あ
り
ま
す
。
何
卒
、

今
後
の
一
層
の
御
指
導
、
御
覧
輻
を
懇
願
申

し
あ
げ
就
任
の
御
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
，
事
務
総
局
職
員
一
同

膏剛窩川白白昂野
里　　野　 宗　　　　　　　土宗山山島大川宗口
）　 真　 谷　 ）
　浩重宏遜良　善
　　5義　之　純　雄

日

本
仏
教
会

，拶導で一い　に
事と．’あ仏た伴
務致御り直しい
総：し鞭ま運ま四
局ま輻す齢し月
職すを。推たよ
員。懇何進。り
一　願卒：の　事
同　申’た　務

綱
和
誰
斎
藤
明

　
　
　
　
　
　
（
真
宗
大
谷
派
）

社
会
部
長

聖

野
生
司
　
祐
　
宏

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

細
際
読
杜
多
徳
雄

　
　
　
　
　
　
（
天
台
宗
）

次総次財

務務

部　
　
瀬
　
戸

長　
　
（
浄
士
宗
）

隆
　
海

部　
　
神
　
代
　
紹
　
翼

長　
　
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

次社　次同
　　　和
　会　　推
　　　進
長部　長部

箕上貫西
にコ　　　　　ロ

宗田宗岡
豊　　智
頭則泉知
　　　　　　　　　
　夫　 圓

国
際
文
化
部

次
　
　
　
長

王王

事

木
　
内

（
日
蓮
宗
）

菅
　
野

隆
　
志

孝
　
江

事
　
水
　
野
　
和
　
子

に
協
力
し
て
社
会
の
た
め
に
尽
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
代
で
あ
り
ま
す
。

　
現
代
社
会
の
病
根
が
、
思
い
が
け
な
い
時
、

思
い
が
け
な
い
形
で
噴
出
す
る
、
今
日
こ
の
こ
・
－

ろ
、
わ
が
仏
教
界
も
柔
軟
な
心
構
え
を
も
っ
て

対
処
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
由
緒
あ
る
伝
統

を
重
ん
じ
、
仏
教
の
本
義
に
基
づ
い
て
実
践
の

一
歩
一
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
組
織
と
し
て
の
全
仏
の
動
向
を
見
極
め
な
が

ら
、
会
務
の
進
行
を
計
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
存
じ
ま
す
の
で
、
ご
指
導
ご
鞭
　
下
さ
い
ま

す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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杉中大戦北石川藤大横
　　多
本村喜岩川川井岡島山

影回義宗智浩二階俊敏

一英忍園城徳俊量明明
曹
洞
宗
）

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

真
宗
大
谷
派
）

浄
土
宗
）

日
蓮
宗
）

高
野
山
真
言
宗
）

臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

天
台
宗
）

真
言
宗
智
山
派
）

真
言
宗
豊
山
派
）

川不北来

）谷宗）
　派本
　）願
　　寺
　　早

漏
鑛
浴
驚
三
一

　高小水細北佐大島浅来
　梨山尾巻川藤島津野馬

　宥栄真景智秀俊恵秀言
忌興雅寂一城旭雄耀慶雄
・喬

門真真新臨高日浄真暗曹
綴菓票菓輔藁秦二二禦
圏豊智）・妙真））谷宗）
罰山山　心言　　派本
圃派派　寺宗　　）願
　））　派）　　　寺
　　　　）　　　　　派

伊
東
樟
原
久
米
蓮
池

長
谷
川

近
藤
中
島
北
角
小
峰
栗
山

俊宏一台正覚義円一明

彦朗美旭徳玄観念合憲

（
曹
洞
宗
）

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

（
真
宗
大
谷
派
）

（
浄
土
宗
）

（
日
蓮
宗
）

（
高
野
山
真
言
宗
）

（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

（
天
台
宗
）

（
真
言
宗
智
山
派
）

（
真
言
宗
豊
山
派
）

長羽安志阿鶴
谷

川生井村　岡

正雅隆慎純幹

浩則義吾孝夫

埼
玉
県
佛
教
会
）

東
京
都
仏
教
連
合
会
）

神
奈
川
野
仏
教
会
）

静
岡
県
仏
教
会
）

弁
護
士
）

全
仏
顧
問
弁
護
士
）

加山横鎌小田岩江北橘山

藤田山田峰代崎
連
、山本

海】
尚良一弘宗俊宏感真

晃真空昭允興秀則明月瑞

（
日
蓮
宗
）

（
高
野
山
真
言
宗
）

（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

（
天
台
宗
）

λ
真
言
宗
智
山
派
）

（
真
言
宗
豊
山
派
）

（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

（
埼
玉
県
佛
教
会
）

（
静
岡
県
仏
教
会
）

（
岐
阜
県
仏
教
会
）

（
兵
庫
県
仏
教
会
）

　
馨
罐
膿

近山西安樹近土松及石鎌山長星

藤
隆

田
　
一

村
　
輝

本
　
利
谷
誉

田
　
昭

方
，
弘

濤
　
弘
川
真
川
恒

田
　
良

口田野

敬真成正宣夫道道介護至

貴
美
子

順
　
海

ト
　
　
シ

（
真
言
宗
智
山
派
）

（
高
野
山
真
言
宗
）

（
曹
洞
宗
）

（
曹
洞
宗
）

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

（
真
宗
大
谷
派
）

（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

（
浄
土
宗
）

（
日
蓮
宗
）

（
日
蓮
宗
）

（
天
台
｛
示
）

（
真
言
宗
豊
山
派
）

（
国
際
仏
教
興
隆
協
会
）

（
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟

も
◆
も
◆
も
◆
も
◆
も
◆
も
◆
も
◆
毒
◆
も
◆
郵
◆
態
◆

r齢齢齢齢ψ榊軸「帥軸◆ψ◆鱒齢韓齢紳岬齢驚

寺院用具
　　浅草通り五鳳会加盟店

四四碧←国商店
東京都台東区寿2－10－9（地下鉄田原町駅前）

　　電　話　　代表（841）4965

も｛帥◇梱鱒．鱒φψ◇“◆ψ、帥◆｛9ψ◆ゆ◆ψφψφゆφ幽帥◆瀞一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
・
順
不
同

肇
◆
奪
◆
も
◆
毒
◆
毒
◆
寺
◇
う
◆
毒
◆
塾
◆
も
◇
毒
◆
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中花可二常高藤朽中松

　木児笠岡桑木木山本　　　　　　　　　　餓
正義光明弘正雅明知昇薮
宜光永生雄温雄暁見典麗

喜喜講是辮鰻
轟購蛭愁細口i
）） @ 派）　　　 寺
　　　）　　　　　派

小
林

正

道

全
日
本
仏
教
青
年
会
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さ
δ
　
　
さ
さ
　
　
　
　
δ
　
　
δ
　
　
　
　
　
δ
δ
δ
　
　
勇
濁
勇
δ
碧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
濁
碧
帽
δ
勇

難
難
輪
講
灘
難
癖
撚
難
騰
盤

顛
顛
顛
顛
駅
醸
一
寸
藤
駅
淡
藻
α
新
子
慶
建
慶
　
毅
凝
建
襲
襲
£
淡
2
毅
飯

人
事
な
ど
四
議
案
を
承
認

　
野
口
理
事
長
よ
り
上
程
。
理
事
長
が
説
明
の

後
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。
（
二
面
に
掲
載
）

　
議
案
第
二
号
「
顧
問
・
参
与
推
薦
の
承
認
を

求
め
る
件
」

　
野
口
理
事
長
よ
り
上
程
。
川
島
総
務
部
長
が

説
明
の
後
、
顧
問
に
つ
い
て
は
原
案
通
り
承
認

さ
れ
た
。
参
与
に
関
し
て
は
、
次
回
の
理
事
会

に
諮
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
議
案
第
三
号
「
各
種
委
員
会
委
貝
の
改
選
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

　
野
口
理
事
長
よ
り
上
程
。
川
島
総
務
部
長
が

説
明
の
後
、
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。
（
三
面
に

掲
載
）

会
は
「
会
議
」
を
行
わ
ず
、

う
形
式
で
開
催
す
る
、

　
　
報
告
事
項

①
「
最
近
の
宗
教
法
人
を
め
ぐ
る
報
道
と
日
本

　
宗
教
連
盟
の
対
処
に
つ
い
て
」

②
第
三
十
三
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
岐
阜
大
会

　
に
つ
い
て

③
第
＋
六
回
世
界
仏
教
徒
会
議
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル

　
ス
大
会
に
つ
い
て

④
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日
本
仏
教
徒
委
員
会
報
告

⑤
事
務
総
局
各
部
報
告

　
各
部
部
長
よ
り
報
告
さ
れ
た
。

　
議
案
第
四
号
「
尊
父
本

仏
教
徒
会
議
の
関
係
規
則

改
正
に
つ
い
て
意
見
を
求

め
る
件
」

　
野
口
理
事
長
よ
り
上
程
。

①
関
係
規
則
を
改
正
す
る

方
向
で
協
議
を
進
め
て
い

く
、
②
本
年
度
の
岐
阜
大

　
　
　
仏
教
徒
大
会
と
い

　
の
二
点
が
承
認
さ
れ
た
。

　
　
…
京
都
で
開
か
れ
た
全
仏
理
事
会
　
…

　
全
日
本
仏
教
会
の
理
事
会
が
、
去
る
三
月
二

十
四
日
午
後
一
時
か
ら
、
京
都
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ

ル
で
開
催
さ
れ
た
。

　
議
長
に
野
口
理
事
長
、
議
事
録
署
名
人
に
、

蔵
山
光
堂
、
渡
辺
静
波
の
両
師
を
選
ん
で
議
事

に
入
っ
た
。

　
議
案
第
一
号
「
事
務
総
局
人
事
の
承
認
を
求

め
る
件
」

自
由
民
主
党
税
制
調
査
会

税
制
改
革
に
関
す
る
懇
談
会
開
催

　
こ
の
と
こ
ろ
シ
ャ
ー
プ
税
制
の
見
直
し
、
す

な
わ
ち
税
制
抜
本
改
正
の
論
議
が
行
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
中
で
去
る
四
月
六
日
、
自
由
民
主
党

本
部
に
於
い
て
山
中
貞
則
自
民
党
税
制
調
査
会

長
を
は
じ
め
役
貝
が
全
貝
出
席
し
て
税
制
改
革

を
め
ぐ
り
、
文
教
関
係
の
諸
団
体
と
の
懇
談
会

が
開
催
さ
れ
た
。
ム
ン
ム
ン
と
す
る
熱
気
の
な

か
、
宗
教
界
の
意
向
を
日
本
宗
教
連
盟
（
全
日

本
仏
教
会
・
教
派
神
道
連
合
会
・
日
本
キ
リ
ス

ト
教
連
合
会
・
神
社
本
庁
・
新
日
本
宗
教
団
体

連
合
会
）
を
代
表
し
て
神
社
本
庁
理
事
の
工
藤

伊
豆
師
が
下
掲
の
要
望
を
行
っ
た
。

　
此
度
の
税
制
改
革
で
は
特
に
不
公
平
税
制
の

是
正
が
叫
ば
れ
、
宗
教
界
に
対
す
る
税
制
特
別

措
置
の
改
廃
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

自
由
民
主
党
税
務
調
査
会

税
制
調
査
会
殿

税
制
改
正
へ
の
御
要
望

　
　
　
　
　
財
団
法
人
　
日
本
宗
教
連
盟

　
元
来
、
宗
教
は
人
心
を
安
定
さ
せ
、
ま
た
、

日
本
の
精
神
文
化
を
向
上
す
る
た
め
に
不
可
欠

で
あ
る
と
と
も
に
、
神
社
、
寺
院
、
教
会
等
我

が
国
に
お
け
る
宗
教
法
人
の
存
在
は
、
国
民
一

人
ひ
と
り
の
生
活
に
深
く
定
着
し
、
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
特
に
、
高
齢
化
社
会
を

迎
え
る
我
が
国
に
お
い
て
、
宗
教
の
有
す
る
意

義
と
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
き
て
お

り
、
そ
の
活
動
の
一
層
の
進
展
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

　
現
行
税
法
上
、
宗
教
法
人
は
、
公
益
法
人
の

一
つ
と
し
て
特
別
措
置
を
受
け
て
い
る
が
、
こ

れ
は
、
宗
教
法
人
が
行
う
宗
教
活
動
が
有
す
る
、

高
度
の
公
益
性
と
意
義
に
鑑
み
設
け
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
今
後
と
も
維
持
す
べ
き
必
要

な
措
置
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
新
型
間
接
税
の
創
設
等
税
制
改
正
に
当
た
っ

て
は
、
憲
法
の
信
教
の
自
由
の
保
障
の
趣
旨
及

び
宗
教
法
人
法
第
八
十
四
条
（
宗
教
法
人
に
対

す
る
公
租
公
課
に
関
係
が
あ
る
法
令
の
制
定
改

．
廃
等
に
お
い
て
は
、
宗
教
法
人
の
宗
教
上
の
特

性
及
び
慣
習
を
尊
重
し
、
信
教
の
自
由
を
妨
げ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
特
に
留
意
す
る
よ
う
定

め
て
い
る
）
の
趣
旨
に
十
分
配
慮
し
、
適
正
な

一4一
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措
置
が
望
ま
れ
る
。

　
特
に

①
新
型
間
接
税
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
特
に
意

見
は
な
い
が
本
来
の
宗
教
活
動
を
阻
害
し
な
い

よ
う
十
分
配
慮
し
て
ほ
し
い
。

②
所
得
税
、
法
人
税
に
関
す
る
特
別
措
置
の
現

状
維
持
。

具
体
的
に
は
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
要
望
す
る
。

　
一
、
金
融
資
産
収
益
に
係
る
非
課
税
措
置
の

　
　
維
持
。

　
　
宗
教
法
人
の
非
収
益
事
業
に
係
る
利
子
所

　
得
等
の
金
融
資
産
収
益
に
つ
い
て
の
所
得
税
，

　
は
、
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
維

　
持
す
る
。

　
二
、
収
益
事
業
に
係
る
軽
減
税
率
の
維
持
及

　
　
び
範
囲
の
再
検
討
。

開
か
れ
た
自
民
党
税
制
調
査
会

　
宗
教
法
人
の
収
益
事
業
か
ら
生
ず
る
収
益

に
対
す
る
法
人
税
率
は
、
軽
減
税
率
が
適
用

さ
れ
て
い
る
が
こ
れ
を
維
持
す
る
。
ま
た
、

収
益
事
業
の
範
囲
に
対
す
る
再
検
討
を
行
い
、

本
来
の
宗
教
活
動
を
阻
害
し
な
い
方
向
に
改

正
す
る
。

な
お
、
宗
教
法
人
の
脱
税
が
大
き
く
報
道
さ

れ
て
い
る
が
こ
れ
は
一
部
の
宗
教
法
人
の
問
題

で
あ
り
、
ま
た
、
現
行
税
制
に
お
け
る
徴
税
も

れ
の
問
題
で
あ
っ
て
、
課
税
強
化
と
結
び
つ
け

る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処

す
る
た
め
、
日
本
宗
教
連
盟
を
は
じ
め
各
団
体

で
は
、
研
修
会
や
手
引
書
の
作
成
等
、
自
立
自

浄
に
務
め
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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世
界
各
国
か
ら
約
二
百
人
の
宗
教
者
お
よ
び

国
会
議
員
代
表
者
が
参
集
し
た
会
議
「
グ
ロ
ー

バ
ル
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
オ
ブ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・

サ
バ
イ
バ
ル
」
が
、
去
る
四
月
十
一
日
か
ら
十

五
B
ま
で
の
五
日
間
、
英
国
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
成
功
裡
に
終
了

し
た
。

　
こ
れ
は
、
今
日
の
自
然
及
び
社
会
環
境
を
み
・

る
に
、
こ
の
ま
ま
で
は
人
類
滅
亡
は
避
け
ら
れ

な
い
危
機
状
況
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
打
開
策

を
検
討
す
べ
く
、
世
界
中
の
精
神
的
指
導
者
お

よ
び
政
界
の
指
導
者
が
、
信
条
や
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
越
え
て
討
議
の
場
所
を
持
っ
た
も
の
で
あ

る
。　
世
界
四
十
か
国
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス

ラ
ム
教
、
仏
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
神
道
、
ユ
ダ

ヤ
教
、
そ
の
他
の
宗
教
指
導
者
と
国
会
議
貝
が

参
加
。
日
本
か
ら
は
、
本
会
を
代
表
し
て
松
濤

弘
道
師
、
他
に
一
計
正
真
（
天
台
宗
）
、
出
口

京
太
郎
（
大
本
数
）
、
黒
住
宗
光
（
黒
住
教
）

の
各
師
が
参
加
し
、
立
正
佼
成
会
の
庭
野
日
砿

師
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
。
他
の
参
加

者
と
積
極
的
に
意
見
の
交
換
を
し
、
総
会
や
分

科
会
で
発
言
し
た
。

　
第
一
日
目
は
タ
ウ
ン
・
ホ
ー
ル
に
お
い
て
開

会
式
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ジ
ェ
ン
キ
ン

総
長
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
司
教
の
歓
迎
の
挨
拶

に
続
い
て
、
国
連
事
務
総
長
や
主
催
国
代
表
の

演
説
が
行
わ
れ
た
。
第
二
日
目
は
同
じ
く
タ
ウ

ン
・
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
宇
宙
科
学
者
や
自
然

環
境
問
題
専
門
家
に
よ
る
問
題
提
起
講
演
、
さ

ら
に
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
、
べ
り
コ
フ
・
ソ

連
科
学
院
副
院
長
ら
の
演
説
が
あ
り
、
イ
ン
ド

の
マ
リ
ア
・
テ
レ
サ
女
史
も
同
席
し
会
議
は
非

常
に
盛
り
上
が
っ
た
。

　
第
三
日
目
と
四
日
目
は
、
大
学
構
内
で
分
科

会
が
も
た
れ
、
①
精
神
的
指
導
者
と
政
治
的
指

導
者
が
一
堂
に
会
し
て
人
類
蘇
生
問
題
を
討
議

す
る
意
味
と
価
値
、
②
両
界
指
導
者
が
一
致
協

力
し
て
国
際
的
、
国
内
的
か
つ
個
人
的
に
働
き

か
け
る
方
策
、
③
両
界
指
導
者
が
人
類
の
危
機

を
救
う
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
解
決
策
、
の
三

点
に
わ
た
っ
て
終
始
活
発
な
討
議
が
展
開
さ
れ

た
。
そ
し
て
第
五
日
の
最
終
日
に
は
分
科
会
で

討
議
さ
れ
た
問
題
を
総
括
。
今
後
あ
ら
ゆ
る
面

で
両
界
指
導
者
が
、
他
の
科
学
界
、
財
界
、
教

育
界
、
芸
術
界
の
人
々
と
協
力
し
、
宇
宙
的
視

野
の
も
と
に
人
類
蘇
生
の
た
め
に
努
力
す
る
こ

と
を
誓
い
あ
っ
た
。

　
な
お
、
会
議
の
模
様
は
、
逐
一
地
元
の
英
国

や
世
界
各
国
に
テ
レ
ビ
や
新
聞
等
で
報
道
さ
れ
、

近
く
米
国
で
発
行
予
定
の
週
刊
誌
『
タ
イ
ム
』

に
も
特
集
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

覚
醒
剤
禍
撲
滅
へ

五
十
万
人
が
署
名

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

　
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
、
昭
和
五
十
八
年

か
ら
覚
醒
剤
禍
撲
滅
へ
の
署
名
運
動
を
続
け
て

き
た
が
、
こ
の
た
び
、
約
五
十
万
人
分
の
署
名

が
集
ま
り
、
先
般
、
法
務
大
臣
へ
提
出
し
た
。

　
覚
醒
剤
の
乱
用
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
五

年
以
来
増
加
傾
向
が
続
き
、
乱
用
者
等
に
よ
る

事
故
、
事
件
が
頻
発
し
て
い
る
た
め
、
同
派
で

は
、
各
教
団
に
お
か
れ
て
も
、
こ
の
問
題
に
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
要
望

し
て
い
る
。
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昭
和
五
十
六
年
十
二
月
十
日
付
で
内
閣
に

提
出
さ
れ
た
「
今
後
に
於
け
る
同
和
関
係
施

策
に
つ
い
て
の
意
見
具
申
書
」
で
、
同
和
対
策

協
議
会
会
長
の
磯
村
英
一
氏
は
そ
の
中
の
具

体
的
提
言
で
、
「
今
後
に
お
い
て
も
引
続
き

人
権
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
る
必
要
が
あ

る
ほ
か
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
を
通
じ

て
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
人
権
を
重
ん
ず
る

こ
と
の
尊
さ
を
徹
底
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ

　　　　　　　　　　　　　　　　●　o　■　o　　　　　　　　　　　　　　　●　●　■　o　　　　　　　　　　　　　　o　●　●　o　　　　　　　　　　　　■　●　■　●　　　　　　　　　　　o　●　●　●　　　　　　　　　　・　o　●　●　　　　　　　　●　o　●　・　　　　　　　・　●　●　o　　　　　■　o　・　●　　　　●　●　●　●　　■　，　●　●　●　●　o　●●　●　●　●

こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
憲
法
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条

に
記
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
の
保
障
の
定

め
は
、
ま
こ
と
に
画
期
的
な
す
ば
ら
し
い
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
法
律
的
な

人
権
の
尊
重
で
あ
っ
て
、
全
人
格
的
な
尊
重

で
は
な
い
。
人
間
が
全
人
格
的
に
尊
重
さ
れ

る
と
こ
ろ
ま
で
高
め
ら
れ
て
こ
そ
、
は
じ
め

て
そ
の
尊
重
が
徹
底
す
る
の
で
は
な
い
か
。

が
子
な
り
し
と
あ
る
。
衆
生
と
は
生
き
と
し

生
け
る
も
の
の
謂
で
あ
る
が
、
人
間
も
動
物

も
植
物
も
み
な
釈
尊
の
子
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。　
又
、
仏
教
は
、
こ
の
世
の
も
の
は
す
べ
て

相
依
相
関
の
関
係
に
あ
る
旨
を
説
く
「
縁
起

説
」
を
根
本
教
義
と
す
る
。
存
在
す
る
も
の

は
必
ず
直
接
間
接
に
他
の
も
の
の
力
を
受
け

て
生
か
し
、
存
在
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

「
人
間
観
の
変
容
を
求
め
て
」

る
し
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
前
段
に
お
い
て
同
和
問
題
の
解
決

に
は
国
民
の
理
解
と
協
力
が
何
よ
り
も
望
ま

れ
る
と
要
請
し
て
い
る
の
を
う
け
て
の
教
育

部
門
へ
の
具
体
的
提
言
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
う
け
て
、
国
も
地
方
自
治
体
も
事

業
に
併
行
し
て
同
和
教
育
に
一
層
力
を
入
れ

て
取
り
組
み
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
た
し

か
に
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
に
は
、

同
和
教
育
の
成
果
に
期
待
す
る
ほ
か
は
な
い

河
野
智
彰
（
日
蓮
宗
人
権
問
題
対
策
会
議
メ
ン
バ
ー
）

人
権
学
習
・
人
権
教
育
に
若
し
限
界
が
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
尊
厳
が
法
律
の
段

階
で
留
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
た
し
か
に
仏
教
は

唯
ム
の
全
人
格
的
尊
重
の
宗
教
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
尊
い
こ
と
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
大
乗
仏
教
は
人
間
を
す
べ
て
仏
の
子
と
見

る
。
法
華
経
に
は
「
今
こ
の
三
界
は
皆
こ
れ

我
が
有
な
り
そ
の
中
の
衆
生
は
悉
く
是
れ
吾
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従
っ
て
他
人
は
自
分
を
生
か
せ
て
く
れ
て
い

る
恩
人
で
有
難
い
存
在
な
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
か
ら
、
感
謝
の
気
持
で
あ
る
。

　
又
、
大
乗
仏
教
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」

と
い
い
、
誰
で
も
必
ず
仏
の
心
を
も
っ
て
い

る
と
説
く
，
法
華
経
不
書
論
に
見
え
る
常
不

軽
菩
薩
は
、
道
行
く
人
に
向
っ
て
、
　
「
あ
な

た
は
い
つ
か
必
ず
仏
に
な
る
お
方
」
と
言
っ

て
拝
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
考
え
方
か
ら
、
し

ん
そ
こ
か
ら
の
人
間
相
互
の
拝
み
合
い
が
生

ま
れ
る
。
も
は
や
そ
こ
に
は
仏
と
仏
と
の
関

係
に
変
貌
し
た
人
間
の
社
会
が
出
現
す
る
。

こ
れ
が
所
謂
事
の
寂
光
土
で
あ
り
、
仏
教
の

理
想
的
社
会
と
は
こ
ん
な
社
会
だ
と
こ
の
経

典
は
教
え
て
い
る
。

　
仏
教
は
人
間
観
の
変
容
を
求
め
る
宗
教
で

あ
る
。
我
々
は
「
相
手
の
姿
の
中
に
仏
を
見

る
」
と
い
う
人
間
観
の
変
容
を
と
げ
る
た
め

に
仏
教
者
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
変

容
こ
そ
が
実
は
仏
教
信
仰
の
本
来
の
目
的
で

あ
る
と
同
時
に
、
又
最
も
非
仏
教
的
な
人
間

差
別
を
根
絶
せ
し
め
よ
う
と
す
る
同
和
問
題

の
解
決
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て

い
る
。

本
誌
の
転
載
に
つ
い
て

社
会
部
ま
で
連
絡
を

　
最
近
、
加
盟
団
体
の
機
関
誌
等
に
、
本
誌

の
記
事
が
転
載
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま

す
。
特
に
「
法
律
相
談
室
」
等
、
税
務
に
関
す
る

記
事
の
転
載
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
本
誌
を
転

載
す
る
場
合
は
、
次
の
よ
・
7
に
お
願
い
し
ま
す
。

①
全
仏
社
会
部
ま
で
、
転
載
す
る
旨
、
ご
連

絡
下
さ
い
。

　
②
筆
者
の
了
解
を
求
め
て
下
さ
い
。

　
③
転
載
さ
れ
ま
し
た
記
事
に
つ
い
て
は
、
各

紙
誌
に
そ
の
旨
、
明
記
下
さ
い
。

④
転
載
紙
誌
を
、
全
量
社
会
部
宛
に
お
寄
せ

下
さ
い
。
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熱
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（
質
問
）

　
拙
寺
で
は
土
地
を
若
干
の
人
達
に
貸
付
け

て
お
り
、
な
か
に
は
こ
の
土
地
で
商
売
を
や

っ
て
お
ら
れ
る
人
も
い
ま
す
の
で
一
部
が
不

動
産
貸
付
業
に
該
当
し
、
こ
の
部
分
は
収
益

事
業
と
し
て
法
人
税
の
申
告
を
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
収
益
事
業
部
門
に
属
す
る

貯
金
の
利
子
に
は
税
金
が
か
か
る
と
い
う
こ

と
を
き
き
ま
し
た
が
、
本
当
で
し
ょ
う
か
、

お
伺
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
都
H
寺
住
職
）

（
回
答
）

　
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
こ
こ
数
年
来
、
政

府
、
自
民
党
に
対
し
、
①
収
益
事
業
の
縮
少

税
の
便
宜
上
所
得
税
法
に
基
づ
く
源
泉
徴
収

が
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
（
所
得
税
法
一
八

一
条
）
、
そ
の
性
格
は
法
人
税
の
前
払
で
す
。

従
っ
て
法
人
の
納
付
し
た
所
得
税
は
、
そ
の

法
人
が
納
付
す
べ
き
法
人
税
か
ら
控
除
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
お
尋
ね
の
趣
旨
は
収
益
事
業
に

か
か
る
預
貯
金
等
の
利
子
は
、
こ
の
所
得
税

の
源
泉
徴
収
が
金
融
機
関
等
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
論
か

ら
云
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
宗
教
法
人
は
所
得
税
法
上
「
公
共
法
人

等
」
（
所
得
税
法
別
表
第
一
）
と
さ
れ
、
人

的
非
課
税
と
し
て
一
律
に
源
泉
徴
収
を
行
な

宗
教
法
入
金
融
資
産
収

益
の
課
税
に
つ
い
て

（
不
拡
大
）
②
収
益
事
業
に
お
け
る
法
人
税

率
の
軽
減
（
す
え
置
き
）
と
と
も
に
③
金
融

収
益
に
対
す
る
課
税
措
置
の
す
え
置
き
、
を

要
望
し
て
き
ま
し
た
。
お
尋
ね
は
③
に
関
係

す
る
も
の
で
す
。
こ
の
金
融
収
益
に
対
す
る

税
金
は
所
得
税
法
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

法
人
の
所
得
を
課
税
客
体
と
す
る
国
税
は
法

人
税
法
で
あ
り
ま
す
が
、
唯
一
の
例
外
と
し

て
所
得
税
法
で
、
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る

所
得
（
例
え
ば
利
子
や
配
当
）
に
つ
い
て
は
、

法
人
で
あ
っ
て
も
所
得
税
の
納
税
義
務
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
（
所
得
税
法
五

条
三
項
）
。
こ
れ
ら
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
徴

わ
な
い
こ
と
に
し
て
い
ま
す
（
所
得
税
法
第

十
一
条
第
一
項
）
。
こ
の
こ
と
は
、
収
益
事
業

で
あ
る
と
、
本
来
の
宗
教
活
動
で
あ
る
と
を

問
い
ま
せ
ん
。
全
て
の
金
融
資
産
収
益
に
は

一
切
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
宗
教
法
人
の
も
つ
高
い
公
益
性
を
国
家

が
考
慮
し
、
宗
教
法
人
の
活
動
を
税
制
面
か

ら
支
援
す
る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
の
収
益
は
、
営
利
法
人
の
よ
う
に
仲

間
う
ち
で
分
配
す
る
こ
と
は
法
律
上
不
可
能

で
あ
り
、
必
ら
ず
宗
教
活
動
に
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
い
ま

す
。
加
え
て
、
徴
税
上
の
技
術
的
問
題
も
そ

の
理
由
の
一
つ
に
あ
げ
ち
れ
ま
す
。
即
ち
、

収
益
事
業
に
か
か
る
預
貯
金
な
の
か
そ
う
で

な
い
の
か
を
源
泉
徴
収
義
務
者
で
あ
る
金
融

機
関
等
が
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
し
、

ま
た
決
算
時
に
収
益
事
業
部
門
の
剰
余
金
を

全
て
宗
教
活
動
本
来
の
部
門
に
く
り
入
れ
て

し
ま
え
ば
以
後
は
全
て
非
課
税
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
か
ら
、
収
益
事
業
に
か
か
る
金
融

資
産
収
入
に
課
税
し
て
も
大
し
た
徴
税
効
果

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
従
っ
て
宗
教
法
人
名
義
の
預
貯
金
等
は
、

金
融
機
関
に
申
出
て
そ
の
金
融
機
関
に
対
し

源
泉
徴
収
義
務
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す
（
金
融
機
関
に
よ
っ
て

は
こ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
な
い
担
当
者
が

い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）
。
ま
た
、
は
じ
め
か

ち
利
子
利
息
等
が
天
引
さ
れ
て
発
行
さ
れ
る

公
社
債
等
に
あ
っ
て
は
、
金
融
機
関
を
通
じ

て
税
金
を
還
付
す
る
手
続
を
と
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
点
も
金
融
機
関
に
忘
れ
ず
相

談
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　
な
お
、
本
会
で
は
、
毎
月
第
二
・
第
　
…

四
木
曜
日
午
後
一
時
か
ら
四
時
ま
で
、
　
…

長
谷
川
先
生
に
よ
る
「
法
律
無
料
相
談
　
…

室
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
　
…

軽
に
ど
う
ぞ
。
ま
た
、
本
覧
「
法
律
相

談
室
」
に
ご
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

本
会
社
会
部
宛
お
送
り
下
さ
い
。
　
　
　
…
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新
メ
ン
バ
ー
も
加
え
て
、
…

　
　
新
た
な
ス
タ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
全
仏
事
務
局
　
・

　
任
期
満
了
に
伴
い
、
こ
の
四
月
よ
り
全
山
事

務
局
も
新
メ
ン
バ
ー
を
加
え
て
、
新
た
な
ス
タ

ー
ト
を
き
っ
た
。

　
今
回
、
事
務
局
を
退
任
さ
れ
た
の
は
、
石
川

浩
徳
師
（
日
蓮
宗
・
元
財
務
部
長
）
、
大
山
義
信

師
（
曹
洞
宗
・
元
同
和
推
進
部
長
）
、
小
峰
立
唄

師
（
真
言
宗
智
山
派
・
元
国
際
文
化
部
次
長
）

新
ス
タ
ー
ト
の
局
内
会
議

の
三
一
。

　
か
わ
っ
て
就
任
さ
れ
た
方
は
、
剛
山
浩
義
師

（
曹
洞
宗
・
財
務
部
長
）
、
西
岡
知
碁
師
（
真
言

宗
智
山
派
・
同
和
推
進
部
次
長
）
、
木
内
隆
志
師

（
日
蓮
宗
・
国
際
文
化
部
次
長
）
。
剛
山
師
は
、

か
つ
て
全
心
に
務
め
て
お
ら
れ
た
方
で
、
元
曹

洞
宗
資
源
課
長
。
西
岡
師
は
、
元
真
言
宗
智
山

派
智
山
伝
法
院
主
事
補
。
ま
た
は
木
内
師
は
、

米
国
生
活
通
算
九
年
の
国
際
派
で
あ
る
。

味
岡
良
戒
師

三
月
二
十
九
日
、
八
十
五
歳
で
遷
化
。

真
言
宗
大
覚
寺
派
管
長
、
大
覚
寺
門
跡
、
嵯

峨
美
術
短
大
理
事
長
。

神
野
真
一
師
（
元
正
仏
組
織
・
税
務
委
員
長
）

四
月
十
六
日
　
七
十
一
歳
で
遷
化
。

一州

|
旨
一
心
示
一
事
院
長
。

菱
蔓
務
葛
懲
録
至
義

一
日

　
　
十
日

　
十
二
日

　
十
四
日

　
十
五
日

　
＋
六
日

二
十
三
日

二
＋
四
日

二
＋
六
日

二
＋
七
日

二
＋
八
日

　
　
　
一
（
四
月
）
1

局
内
会
議

東
京
都
仏
花
ま
つ
り
参
列

大
分
念
法
寺
落
慶
法
要
出
席

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
三
会

桜
を
観
る
会
出
席

局
内
会
議

解
放
研
究
所
「
宗
教
部
会
」
出
席

部
落
差
別
と
宗
教
研
究
会
出
席

金
沢
調
法
寺
落
慶
法
要
出
席

同
宗
連
総
会
出
席

日
宗
連
理
事
会

同
和
委
員
懇
談
会

局
内
会
議

葛㎜s団服s∀5㎜

山一のサンライ巧は、ご家庭のパ

ソコンでリ刀レタイムの証券情報を

見ながらその場で売買注文もでき

る画期的なサービスシステムでづ；

●リアルタイム株価などの証券情報が得られます』

●株価チャートをご古いただけますら

●ご家庭で株式の売買注文ができますら

5

ご利用時間　朝7：00～翌朝1：00
（日曜・祝祭日および第2・3土曜日はこ利用になれません。）

濠平日8：00～18：00楽土曜（第2・3を除く）8：00～14：00

「サンライン」専用お問合わせ電話（通話料金無料）

容（局番なし）0120－001234

お近くの山一謹券でもお問合わせ・お申込みを承ります。
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